
第１０８８号 赤旗読者ニュース （１）

読者ニュース「きずな」に対するご意見や情報をしんぶん赤旗の配達・集金者にどしどしお寄せください。

２０１６年 ９月１５日

ＮＯ １０８８

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）きずな
９月５日、井原市議会９月定例会が開会しました。一般質問は９月７日、８日、９日の３日間行わ

れ１４議員が質問しました。森本議員は９日の２番目に定例会での連続１１０回目の質問をしました。
森本議員の質問と瀧本市長らの答弁の概要は次のとおりです。

森本ふみお議員の質問の概要 森本議員の質問に対する執行部答弁の概要

◆「協会けんぽと市との協定書締結について」のそ
の後について

平成２８年２月市議会定例会で、全国健康保険協
会、愛称「協会けんぽ」と連携をとることで、情報
を共有することができ、国保加入世帯と協会けんぽ
加入世帯との広範な市民を対象に、健康増進の方針
と施策を講ずることができるようになりますので、
健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する協定
書を協会けんぽと交わしてはどうかと提言しました。

お答えは、「協定内容につきましては、本市の健
康づくりに活用できる内容にしていく必要があるわ
けでございまして、しっかりと早い段階で調査研究
し、取り組みをできるものかどうかということをしっ
かりと検討して、早い段階で調査研究をしていきた
いというふうに思っております。」とのことでした。

その後、調査研究の結果、現段階でどういう状況
になっていますかお尋ねいたします。

◆子ども医療費の無料化を１８歳まで拡大すること
について市長のお考えを再度お尋ねいたします。

平成２７年６月市議会定例会で、子ども医療費の
無料化を１８歳まで拡大してはどうかと提言しまし
た。

私が質問した後、市民の方から「子育てしやすい
井原市のイメージづくりと、実際に病気、けがの時、
安心して病院にかかれるという安心感は大変重要な
ことですね。ぜひ対象年齢を拡大してほしいです」
などという声を聞きました。

市民が日夜を問わず、急にけがをしたり、病気に
なった時の安心のために、ぜひ子ども医療費の無料
化を１８歳まで拡大してはどうですか。

子どもを持つご家庭の健康に対する安心感を醸成
するため、また、人口減少に少しでも歯止めをかけ
るという意味からも、是非、子ども医療費の無料化
を１８歳まで拡大していただきたい。

◆美星国保診療所に耳鼻咽喉科を新設することにつ
いてお尋ねいたします。
美星地区民から「現在、耳鼻科の診察は旧井原市、

矢掛町、高梁市などへ行っている。週に１回か２週
に１回、最低でも月１回は美星国保診療所で受診で
きるようにしてほしい」との声を聞きます。

診療所で耳鼻科の受診ができるようにという美星
地区民の声に応えるため、指定管理者に積極的にお
願いするなど、最大限の努力をし、実現してほしい
と思いますが、お考えをお聞かせください。

２面左上へ続く

２月定例会でご提言いただいた後、県内の締結済
の市町へ事業内容等について再度お尋ねをするとと
もに、５月には「協会けんぽ」岡山支部へ出向いて
具体的な内容や手順・方法などについてお話を伺い
ました。

その後、調査結果を関係部署において分析・検討
し、１０月５日に協定の締結を行うことを決定し、
現在、協定項目等について最終調整を行っておりま
す。

子ども医療費の無料化の拡大については、子育て支援策
拡充の一環としてその対象範囲を順次拡大し、子育て家庭
の経済的支援を行っております。

子ども医療費の無料化に伴う平成２７年度の公費負担総
額は、約１億４,８００万円に上りまして、県の補助金約
２,１００万円を除く本市の負担総額は約１億２,７００万
円となっております。

更に１８歳までに拡大した場合、中学生と同額の公費負
担と想定し試算しますと、新たに約２,８２０万円の財政
負担が生ずるものと予測されます。

財源カットという厳しい中で、選択と集中を図りながら
取り組んでいかなくてはならないと思っています。ただ、
限られた予算ということは市民の皆さんにご理解いただき
たい。

非常に厳しい地域医療の実情から、医療費の無料化の拡
大は安易な受信につながり、医療現場に影響を与える恐れ
があることなどを考慮しますと、本市単独施策として無料
化を拡大することは現段階では考えておりません。

今後、耳鼻咽喉科を新設することとなりますと、医師確
保のほか診療スペースや設備機器など診療環境の整備といっ

た様々な課題が生じてきます。指定管理者の三宅医院の三宅

理事長へお尋ねしたところ、昨今の医師不足医師偏在の状況

において、美星町に赴任していただける医師の確保は困難で

あり、現実問題として現状では不可能であるとお聞きしてい

ます。

こうした現状を踏まえ、市としても指定管理者の経営の安

定化に向けた取り組みを最大限尊重し、現在の医療体制を堅

持しつつ、広い圏域での地域医療体制の構築が求められる中、

現段階での新設は考えておりません。 ２面右上へ続く



第１０８８号 赤旗読者ニュース （２）

生活に役立ち勇気と確信のわくしんぶん[赤旗]をお読みください。(月額 日刊紙３,４９７円 日曜版８２３円）

この「きずな」は森本ふみお議員のブログ（http://m.okajcp.com）でも見ることができます

２面左下より続く
◆井原市民病院の特別室、個室の使用料減免状況に

ついて実情をお尋ねいたします。

患者やその家族が特別室や個室を希望した場合を
除き、「治療上必要」とか「病院の都合」で、特別
室、個室へ入っていただいた場合、使用料減免の対
象になります。井原市民病院で過去５年間に特別室
の使用料１日８６４０円、個室の使用料は特別室の
半額で１日４３２０円を減免した件数はいくらあり
ますか。あれば減免の理由は何ですか、お尋ねいた
します。

全国の自治体病院や一般病院の中には、この制度
を厳密に履行していない所もあるようです。井原市
民病院の場合は、この制度を厳密に履行しておられ
るようで、素晴らしいと思います。

今後も厳密に実施していただきたいと思います。
今後の対応について、これまで通りやっていくとい
う決意のほどを改めて事務部長に聞きいたします。

◆３歳児教育未実施幼稚園への抜本的手だてについ
て教育長のお考えをお尋ねいたします。

平成２８年２月市議会定例会で、３歳児教育未実
施幼稚園への３歳児受け入れ条件の早期整備につい
て質問しました。

教育長のご答弁では、３園の実施が困難な理由を
言われました。また、元気いばら、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の重要業績評価指標に、平成３１
年度までに全ての幼稚園において３歳児教育を実施
することとしており、その達成に向けて園児数の推
移を見ながら課題解決の方法を検討してまいりたい
と考えておりますとのことでした。

未実施幼稚園圏内の関係者は、一日も早い受け入
れをと切望しています。昨日の同僚議員の質問に対
するお答えでも出ていましたし、平成２８年２月議
会で私の質問に対するお答えでもお聞きした「保育
室と教員の確保が必要」「空き保育室がない」など
の実施困難な理由は、確かに大変さは理解できます。
だからこそ平成３１年度までに実施するための抜本
的な手だてを講じなければ実施できません。

未実施の３園での現時点でのゼロ歳以上の出生状
況は把握できるでしょうし、各年度、３園の入園者
がどのくらいあるかは不確実な要素はありますが、
これまで数年の３園の入園状況から、ある程度推察
できると思います。

それらに基づいて３園について何をどうすれば難
題が解決するとお考えでしょうか。新たにどんな手
だてが必要だとお考えなのか、具体的にお聞かせく
ださい。

先ほども言いましたが、未実施幼稚園圏内の関係
者は、一日も早い受け入れをと切望しています。こ
の声に応えるためには、３１年度から実施と言わず
に、来年度は無理でしょうが、せめて１年前倒しし
て、３０年度からの実施を強く求めます。

１面右下より続く
過去５年間の件数と理由は。平成２３年度は６８

件。内訳は①感染防止のためが４５件、②個室を希
望していないが他に空室が無い場合の病室管理が１
５件、③重症個室や患者が大声を出すなどの治療上
の都合が８件。２４年度は９５件。内訳は①が６７
件、②が１３件、③が１５件。２５年度は１１２件。
内訳は①が１０１件、②が７件、③が４件。２６年
度は６９件。内訳は①が６７件、②が２件。２７年
度は４５件。内訳は①が４４件、②が１件で５年間
の総件数は、３８９件。述べ５,７０４日分となっ
ています。

いずれも事前に主治医の指示に基づき、介護士が
家族などに説明し、主治医からの申請により院長の
承認の下処理しています。

今後におきましても、今まで通り院内での感染の
防止や快適な療養環境保持のため、特別室・個室の
使用料減免の適切な運用に努めてまいります。

２月の市議会定例会でも申し上げましたが、現在、
３歳児教育を実施いていない幼稚園は、高屋、木之
子、西江原の３園であります。

その内、高屋と木之子を現在の就園率で推計しま
すと、高屋では今年度４、５歳児１９人が来年度も
１９人、また、木之子では今年度４，５歳児１３人
が１５人と予測されます。

実際、幼稚園と保育園のどちらに就園されるかに
よっては、大きく関係も変わってくるものの、高屋、
木之子共に職員の増員などにより現在の４，５歳児
を複式学級にする方法をとることで３歳児教育の実
施は可能と考えます。

西江原は、今後３歳児のクラスに幼稚園教員を配
置し現在の４，５歳児と同様に保育園児、幼稚園児
の混合クラスという形で実施する方法や、遊戯室を
活用して午睡の部屋や降園準備の部屋にすることの
方法も検討しております。

いずれにしても平成３１年度までにすべての幼稚
園において３歳児教育を実施することとしており、
その達成に向けて引き続き務めたいきたい。

高屋幼稚園学区は、３月３１日時点での人数です
が、３歳児が３１名、２歳児が２８名です。木之子
では３歳児が２４名、２歳児が１８名。西江原は３
歳児が３６名、２歳児が３１名です。

高屋と木之子が単園で行っていますので、こちら
の推移は来年の３歳児が４歳として入ってくるとい
うのが推計で言いますと、３１年末が８名と予測を
いたします。木之子は２４名いますが６名程度と推
測しまして、２９年度では高屋の４、５歳児が１９
名、木之子では１５名と推計しています。この推計
でもう１年先の平成３０年を推計すると、高屋が４、
５歳児が１８名、木之子が１６名と推計しています。

したがって複式学級の対応や複式学級として人数
の多いところでは、施設の大きさも含めまして教職
員の配置ということで複式の対応は可能と考えます。


